
公立大学法人青森県立保健大学役員報酬等規程改正について

１ 地方独立行政法人法に定める手続

（第５６条第１項において準用する第４８条及び第４９条）

地方独立行政法人 役員に対する報酬等の支給基準を定め、変更したときは、知事

に届出、公表

設立団体の長 役員に対する報酬等の支給基準を評価委員会に通知

（知事）

評 価 委 員 会 役員に対する報酬等の支給基準が社会一般の情勢に適合したも

のであるかについて知事に意見を申し出ることができる。

２ 今回の改正の趣旨（別添公立大学法人青森県立保健大学役員報酬等規程のとおり）

（１）人事院勧告（指定職俸給表）の内容に準じ、理事長の給料月額を引下げ（指定職俸給表）

（２）理事長の給与の特例減額に関する改正

３ 改正の時期 平成２３年１２月１日

資料５－１ 



【参 考】

１ 公立大学法人青森県立保健大学の理事長の報酬について

理事長職の業務及び責任の程度、並びに他の公立大学の状況を踏まえ、人事院規則9142(指定

職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)に準じ、同規則別表3号俸としている。

２ 地方独立行政法人法

（役員の報酬等）

第四十八条 特定地方独立行政法人の役員に対する報酬及び退職手当（以下この条、次条及び第五十六

条第一項において「報酬等」という。）は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。

２ 特定地方独立行政法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを設立団体の長に届

け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

３ 前項の報酬等の支給の基準は、国及び地方公共団体の職員の給与、他の特定地方独立行政法人及び

民間事業の役員の報酬等、当該特定地方独立行政法人の業務の実績及び認可中期計画の第二十六条第

二項第三号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定めなければならない。

（評価委員会の意見の申出）

第四十九条 設立団体の長は、前条第二項の規定による届出があったときは、その届出に係る報酬等の

支給の基準を評価委員会に通知するものとする。

２ 評価委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知に係る報酬等の支給の基準が社会

一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、設立団体の長に対し、意見を申し出ることがで

きる。

（準用）

第五十六条 第四十八条及び第四十九条の規定は、一般地方独立行政法人の役員の報酬等について準用

する。この場合において、第四十八条第三項中「実績及び認可中期計画の第二十六条第二項第三号の

人件費の見積り」とあるのは、「実績」と読み替えるものとする。

２ 第五十条第一項の規定は、一般地方独立行政法人の役員及び職員について準用する。





資料５－２ 

(地独)青森県産業技術センターの「役員の報酬等の支給基準」の変更について 

 
１ 変更内容 

平成２３年１２月１日施行の「青森県の職員の給与に関する条例」の改正に伴い、(地独)
青森県産業技術センターの「職員の給与に関する規程」が改正されたことにより、「役員

の報酬等に関する規程」にある理事長に対する報酬月額が変更されたものである。 
 

① 理事長の報酬月額の変更 
  報酬月額を号給により、2,100～2,600 円(0.39～0.45%)減額する。 

号給 変更後 現行 差額 
１ ５９４，９００円 ５９７，０００円 △2,100円 

２ ６０７，２００円 ６０９，３００円 △2,100円 

３ ６１９，４００円 ６２１，６００円 △2,200円 

４ ６３１，５００円 ６３３，９００円 △2,400円 

５ ６４１，１００円 ６４３，６００円 △2,500円 

６ ６４６，８００円 ６４９，３００円 △2,500円 

７ ６５２，６００円 ６５５，１００円 △2,500円 

８ ６５７，３００円 ６５９，９００円 △2,600円 

９ ６６０，８００円 ６６３，４００円 △2,600円 

10 ６６４，４００円 ６６７，０００円 △2,600円 

11 ６６８，０００円 ６７０，６００円 △2,600円 

   

② 理事長の期末手当の減額 
平成２３年１２月に支給される期末手当に関しては、理事長は、減額改定対象職員に該当す

るものとして、次のとおり支給額の調整を行う。 
   ＜調整内容＞ 次の合計額を減じて支給する。 
          ア．本年４月１日現在の報酬月額×0.4/100×8 
                イ．本年６月期の期末手当の合計額×0.4/100 
 

２ 施行時期 

 平成２３年１２月１日 
 

【参考】役員報酬等の支給基準に係る手続き 

(1)  地方独立行政法人の役員に対する報酬及び退職手当（以下「報酬等」という。）の支給基準は、国及び

地方公共団体の職員の給与、他の地方独立行政法人及び民間事業の役員の報酬等を考慮して定めなければ

ならない。（地方独立行政法人法第４８条第３項） 
(2)  評価委員会は、県（設立団体の長）から報酬等の支給基準の変更の通知を受けたときは、その支給の基

準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、県に対し、意見を申し出ることができる。 
        （地方独立行政法人法第４９条第２項） 
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